
秋田県　平成２８年度　大腸がん検診の技術・体制的指標　（市町村） （出典：国立がん研究センター事業評価のためのチェックリスト）
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秋 田 市 ( 集 団 ) ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ × × × × × × 17

( 個 別 ) ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × ○ × × × × × × 17

能 代 市 ( 集 団 ) ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × 9

( 個 別 ) ○ × × ○ × × × × - × × × × × △ ○ ○ × ○ × × × × × × × × 20

横 手 市 ( 集 団 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 8

大 館 市 ( 集 団 ) ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × △ × × △ △ ○ ○ ○ × × × × × × × × × 15

( 個 別 ) ○ × × ○ ○ ○ × × - × △ × × △ △ ○ × × × × × × × × × × × 18

男 鹿 市 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × × - ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × 9

湯 沢 市 ( 集 団 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 10

鹿 角 市 ( 集 団 ) ○ × × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 12

由 利 本 荘 市 ( 集 団 ) ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 10

潟 上 市 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 9

大 仙 市 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × 8

北 秋 田 市 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 9

に か ほ 市 ( 集 団 ) ○ ○ △ ○ △ ○ × △ × △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 9

仙 北 市 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ 2

小 坂 町 ( 集 団 ) ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 6

上 小 阿 仁 村 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 11

藤 里 町 ( 集 団 ) ○ ○ × △ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 10

( 個 別 ) ○ ○ × △ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 10

三 種 町 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × × - × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 15

八 峰 町 ( 集 団 ) ○ ○ △ △ △ ○ × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 15

( 個 別 ) ○ ○ △ △ △ ○ × × - × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × 19

五 城 目 町 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × △ △ △ × △ × △ △ ○ ○ ○ × × × × × × × × × 13

八 郎 潟 町 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × 13

井 川 町 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 9

大 潟 村 ( 集 団 ) ○ ○ △ ○ △ ○ × △ △ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 10

( 個 別 ) ○ ○ × ○ ○ ○ × × - × × × × × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × 18

美 郷 町 ( 集 団 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × 7

羽 後 町 ( 集 団 ) ○ ○ × ○ △ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × × × 13

東 成 瀬 村 ( 集 団 ) ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 4
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